
提

出

者

牧

義

夫

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
提
出

質

問

第

一

九

号

介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
（
訪
問
介
護
員
廃
止
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
（
訪
問
介
護
員
廃
止
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
が
七
月
三
〇
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
介
護
保
険
制
度
見
直
し
に
関
す
る
意

見
」
で
介
護
保
険
制
度
の
「
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
」
が
原
則
禁
止
さ
れ
、
「
介
護
福
祉
士
」
の
業
務
に
一
本
化
す
る
こ
と
が
提
唱

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
件
に
関
連
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

全
国
で
二
十
万
人
規
模
と
い
わ
れ
る
ヘ
ル
パ
ー
の
雇
用
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
。

二

約
百
万
人
に
上
る
と
い
わ
れ
る
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
方
々
は
ど
う
な
る
の
か
。

三

時
代
の
流
れ
に
逆
行
す
る
規
制
の
強
化
よ
り
も
む
し
ろ
、
介
護
事
業
者
及
び
そ
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
一
律
に
、
か
つ
客
観

的
に
評
価
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
の
方
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
な
の
か
。

右
質
問
す
る
。


